
令和８年５月号
早良警察署 092-847-0110
事件事故は 110番
相談電話は ♯9110

西新交番管内犯罪発生状況

○ 性犯罪 １件

○ 侵入盗 ３件

○ 乗り物盗 １８件

○ その他盗難 ３０件

○   公然わいせつ １件

○ 器物損壊等 ８件

※令和８年３月末現在

早良署の検挙状況は H P内
「事件・検挙掲示板」を見てね！

校区ごとの発生件
数は、早良警察署
HP内「統計資料」
を参照！

早 良 警 察 署 ・ 早 良 防 犯 協 会

西新交番だより

自然災害に備えましょう

★ 日頃の備えを！

 いざという時のため、「避難場所」

「避難経路」を確認しておきましょう

★ 気象情報の入手を！

 テレビやラジオ等の天気予報をチェック

しておきましょう

★ 危険を感じたら速やかな避難を！

危険な場所にいる場合などは、

早めに「自主的に避難」しましょう

自転車交通ルール新
どっちの信号機を見ればいいの？

車道を走行中は、「車両用信号」 歩道を走行中は、「歩行者用信号」

くれよん

白バイ（背景なし）

園児２

原則、車道通行であるが、例外として、１３歳未満の子供
７０歳以上の高齢者の方、身体に障がいのある方は、
標識がなくても歩道を通行することができます！！

ちび

ステーションワゴン

「自転車歩道通行可」の標識
普通自転車は、「歩道通行可の標識や標示」
が設置されている場所を通行する際は、
歩道を通行することができます。

ＰＯＩＮＴ
・ 歩道は歩行者が優先！
・ 自転車で歩道を走行するときは車道側を徐行！
・ 歩行者の妨げになるときは一時停止！

くれよん

くれよん

自転車交通違反 （対象行為１１３種類）

① 携帯電話の使用（保持）
② 信号無視
③ 並進
④ 傘さし運転
⑤ 一時不停止
⑥ 軽車両乗車積載制限違反（二人乗り等）

⑦ 無灯火
⑧ イヤホン等使用運転
⑨ 自転車制動装置不良
⑩ 通行区分違反（右側通行）
⑪ 横断歩行者妨害等

⑫ 遮断踏切立ち入り

違反の対象年齢１６歳以上！
ヘルメットの着用は、
努力義務ですが

安全のため積極的な着用を
お願いします！

走るのは車道？歩道？
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